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福島県１２市町村家賃補助金に関するＱ＆Ａ 

 

【制度の概要】 

 

 

Ａ１ この制度は、１２市町村 （※）へ移住する方の住まいにかかる負担を軽くし、安

心して新しい生活を始めていただくとともに、１２市町村内に定着していただくこ

とを目的としています。 

１２市町村へ移住し、民間の賃貸住宅に住む方の家賃について、最大月額４万円、

最大３６ヶ月補助します。 

 

（※）東京電力福島第一原子力発電所事故により避難指示が出された福島県内の

１２の市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、

大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を指します。 

 

 

A2 次のすべてに当てはまる方が対象です。 

□ 令和８年４月１日以降に１２市町村へ転入した（※） 

□ 転入前に連続して３年以上１２市町村外に住んでいた 

□ 民間賃貸住宅に居住している 

□ 就業または起業している 

□ 自分の意思で移住した（転勤命令ではない） 

詳細は申請前にご相談ください。 

（※）令和８年３月３１日までに転入した方については、お住いの自治体で補助

制度を実施している場合がありますので市町村の移住窓口にお問い合わせ

ください。 

 

 

 A３ 対象になりません。 

本制度は、１２市町村外から新たに移住する方を対象としているため、

R8..3.31 以前に既に１２市町村内に住んでいる方が、１２市町村内の別の市町

村へ転居した場合は補助対象外となります。 

なお、家賃補助金の交付決定を受けた後に、１２市町村内で転居する場合は、

通算で最大３６か月の範囲内で補助を継続して受けることができます（所定の手

続きが必要です）。 

   ※ １２市町村内からの転入は本制度において 「新規移住」には該当しません

が、お住いの自治体で独自に補助を実施している場合がありますので、市町

村の移住相談窓口にお問い合わせください。 

Q１ この家賃補助金はどんな目的の制度ですか？ 

Q2 自分が対象になるか簡単に確認できますか？ 

Q３ １２市町村内での引っ越し（市町村間の移動）は対象になりますか？ 
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【補助内容（補助対象者、補助額）】 

 

 

A4 会社の命令による転勤や出向の場合は、原則として対象になりません。 

この制度は、自らの意思で１２市町村へ移住した方を対象としているためです。 

ただし、本人の希望による転勤や、会社の移転に伴い転居した場合など、自発

的な移住と認められる場合は、例外的に対象となることがあります。詳しくは申

請前にコンタクトセンターまでご相談ください。 

 

 

A5 補助額は、家賃から基準額３万５千円と住宅手当を差し引いた額です。 

ただし、月額４万円が上限となり、１，０００円未満は切り捨てます。 

   なお、国の制度ルールにより、公営住宅と同程度の自己負担額を確保する必要

があるため、家賃から３万５千円を差し引いて計算します。 

 

【計算例】 

■ 家賃８万円、住宅手当なし 

→ ８万円 − ３万５千円 ＝ ４万５千円 

＝ 月４万円補助 

■ 家賃８万円、住宅手当２万円あり 

→ ８万円 − ２万円 − ３万５千円 ＝ 月２万５千円補助 

■ 家賃 8 万円、住宅手当 9,500 円あり 

→ ８万円 – 9,500 円 − ３万５千円 ＝ 35,500 円 

＝ 月３万５千円補助 

 

 

A６ 社宅や社員寮に住んでいる場合は、補助の対象になりません。 

この制度は、移住者が民間の賃貸住宅を自ら契約して住む場合を対象としてい

るため、会社から貸与される住宅（社宅・社員寮など）は対象外となります。 

なお、家賃の一部を自己負担している場合でも、会社名義の社宅等であれば対

象になりません。 

 

 

 

 

Ａ７ 実績報告時に提出する、家賃を支払ったことを証明する書類で大家（管理人

又は所有者）に証明を依頼するようにしてください。 

Ｑ４ 会社の転勤で１２市町村に引っ越した場合も対象になりますか？ 

Q5 家賃補助金の補助額はいくらもらえますか？どのように計算しますか。 

Q６ 会社の社宅や社員寮に住んでいる場合も対象になりますか？ 

Q７ 補助対象となる家賃において「管理費、共益費、駐車場使用料及び自治会費等

を除く」とあるが、賃貸契約書で「家賃 7 万円（共益費込み）」のように内訳が

不可分である場合、どのように計算・控除すべきか。 
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A８ 賃貸契約書に「家賃〇円（共益費込み）」などと記載され、家賃と共益費等の

内訳が分かれていない場合は、管理会社や貸主に内訳を確認し、共益費等を除

いた金額を補助対象家賃として取り扱います。 

内訳が確認できない場合は、個別に確認のうえ、補助対象額を判断しますの

で、事前にコンタクトセンターまでご相談ください。 

 

 

A９ 同居している場合でも申請できます。 

ただし、補助金を申請できるのは、賃貸住宅の契約者本人（移住者）に限ら

れます。 

配偶者や同居人が契約者となっている場合は、その契約者が要件を満たして

いる必要があります。 

 

 

A10 １２市町村に実際に居住し、生活していることが必要ですが、勤務先の所在

地に制限はありません。 

そのため、１２市町村外で働いている場合でも申請できます。 

 

 

Ａ11 補助期間は、申請があった月の翌月から最大３６か月（３年間）です。 

ただし、申請日が月の初日（１日）の場合は、その月から補助対象となります。 

 

 

Ａ12 月の途中で入居または退去した場合など、日割り計算された家賃は補助の対象

になりません。 

ただし、月の途中で退去する場合でも、退去月の家賃を前月までに満額支払っ

ているときは、その月分は補助対象となります。 

 

【申請方法・審査の流れ】 

 

 

Ａ13 初めて申請する場合は、その年度の１月末日までに申請してください。 

また、２年目以降も継続して補助を受ける場合は、毎年度４月末日までに申

請が必要です。 

 

Q11 家賃補助金は最長どのくらい受けられますか？ 

Q９ 家族や同居人と一緒に住んでいる場合でも申請できますか？ 

Q10 勤務先（就業先）は１２市町村内である必要がありますか？ 

Q12 日割りで支払った家賃は補助対象となりますか？ 

Q８ 家賃に共益費などが含まれていて内訳が分かれていない場合、補助対象額はどの

ように計算しますか？ 

Q13 家賃補助金の申請期限はいつまで？ 
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Ａ14 申請窓口は、以下のとおり郵送と持参で提出先が異なるので御注意ください。 

【郵送により提出する場合】 

事務局（株式会社ＵＲリンケージ） 

   住所：〒135-0016 東京都江東区東陽 2-4-24 サスセンター４F 

【持参により提出する場合】 

ふくしま１２市町村移住支援センター 

   住所：福島県双葉郡富岡町小浜字中央 295 

 

申請の際は、次の書類を提出してください。 

① 賃貸借契約書の写し 

② 世帯全員が記載された住民票の写し 

③ 写真付き本人確認書類の写し 

④ 戸籍の附票（令和 23 年 3 月 11 日時点の住所が確認できるもの） 

⑤ 就業証明書（第２号様式） 

※ 自営業の場合は、売上等が確認できる書類 

⑥ 市区町村民税の滞納がないことを証明する書類 

⑦ 誓約書（第３号様式） 

⑧ 個人情報の取扱い同意書（第４号様式） 

⑨ 振込先口座が分かる通帳等の写し 

 

 

A15 はい。補助を継続して受けるためには、毎年度申請が必要です。 

ただし、２年目以降は提出書類の一部を省略できます。 

【毎年度提出が必要な主な書類】 

・ 交付申請書 

・ 就業証明書（または事業を行っていることが分かる書類） 

・ 市区町村税の滞納がないことを証明する書類 など 

【２年目以降は原則提出不要の書類】 

・ 写真付き身分証明書の写し 

・ 戸籍の附票（平成 23 年 3 月 11 日時点の住所確認書類） 

・ 誓約書 

・ 個人情報取扱い同意書 

・ 振込口座の通帳写し 

※ 内容に変更があった場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。 

 

Q14 家賃補助金はどのように申請すればよいですか？また、どんな書類が必要で

すか？ 

Ｑ15 ２年目以降も申請は必要ですか？また、提出書類は変わりますか？ 
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Ａ16 住宅手当の支給の有無や金額は、次の方法で確認します。 

・ 申請時に、申請書で住宅手当の有無を申告していただきます。 

・ あわせて、勤務先が発行する「就業証明書」により、住宅手当の支給の有無と

月額を確認します。 

    なお、内容の確認のため、必要に応じて追加書類の提出や状況確認をお願いする場

合があります。 

 

 

Ａ17 自ら事業を営んでいることの証明書類として、以下の書類を提出してください。 

（１）個人事業主の場合 

 a 開業届の写し 

 b 事業の実態や売り上げ等が分かる書類 

（２）法人等の代表者の場合 

 a 法人設立届出書の写し 

b 事業の実態や売り上げ等が分かる書類 

なお、提出された書類により、事業の実態について県が総合的に判断します。 

 

 

Ａ18 次のような変更があった場合は、速やかに変更申請が必要です。 

・ 転職、退職、起業など就業状況の変更 

・ 家賃や住宅手当の変更 

・ １２市町村内での転居 

・ １２市町村外への転出予定 

なお、変更手続きを行わない場合、補助金の返還が必要となることがあります。 

 

 

Ａ19 12 市町村以外へ転出されるなど、要綱第 3 条で定める「継続して居住す

ること」という条件を満たさなくなった場合、家賃補助の交付決定は取り消

しとなります。 

交付決定が取り消された際には、これまでにお支払いした家賃補助につい

て、全額または一部を返還していただく必要が生じる場合があります。 

ただし、倒産・災害・病気など、やむを得ない事情があると認められる場

合には、返還が免除される場合もあります。 

転出の事情によって対応が異なりますので、転出や転居の予定がある場合

には、 「転出・転居先等報告書」の提出とあわせてコンタクトセンターまでご

相談ください。 

Q18 申請後に状況が変わった場合はどうすればよいですか？ 

Q19 １２市町村外に転出した場合、既に交付を受けた補助金は返還となりますか？ 

Q16 住宅手当があるかどうかは、どのように確認されますか？ 

Q17 自ら事業を営んでいる場合、どのような資料で証明すればよいですか？ 


